
                     技術評価に関する協定書 

静岡商工会議所（以下、「甲」という）と、静岡県技術士協会は（以下、「乙」という）は、甲

が行う中小企業等に対する事業引継ぎ支援に係る事業における企業提携の可能性の検討（以下、「企

業提携の可能性の検討」という）のために、甲が乙に中小企業等の技術評価（以下、「本業務」と

いう）を行う専門家技術士推薦を依頼するにあたり、以下の通り協定（以下、「本協定」という）

を締結する。 

（定義） 

第１条 本契約において「企業提携」とは、以下の方法をいう。 

   （１）法人の合併 

   （２）株式または出資持分の移転（移転の方法は問わない） 

   （３）事業を含む法人の資産の譲渡・譲受 

   （４）資本参加 

（専門家技術士推薦依頼から確定までの流れ） 

第２条 別紙添付書類１「静岡県技術士協会との連携フロー」に従う。 

   ①甲は企業名を伏せた様式１「企業情報（譲渡企業）」を乙に送付する。 

   ②乙は当該業務に適する技術士（以下「専門家技術士」という）を選定・打診し、受諾され

れば、その旨甲に通知する。受諾する技術士がいない場合でも、乙はその旨を甲に通知す

る。 

（甲と専門家技術士の活動） 

第３条 別紙添付書類１及び様式２、３、４、５に従う活動を行う。 

   ①甲は様式２「事業引継ぎ支援センター専門家依頼書」、様式３「承諾書」を専門家技術士

に送付する。 

   ②専門家技術士は様式３「承諾書」に所用事項を記入し甲に送付する。 

   ③専門家技術士は本業務を行い、様式４「専門家相談実施報告書」及び様式５「Ｍ＆Ａ技術

評価書」を作成し、甲に提出する。 
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   ④甲は専門家技術士の提出した様式４及び５を確認し、翌月末までに専門家技術士に所定の

報酬をロ座振込にて支払う。 

 (機密保持) 

第４条 甲、乙及び専門家技術士は本業務に関連する情報については、平成24年 月  日付秘密

保持契約書に定める通り、業務中も業務終了後も第三者に漏らさない義務を負う。 

 （Ｍ＆Ａ技術評価書の使用制限） 

第５条 甲は専門家技術士が作成した様式５「Ｍ＆Λ技術評価書」を甲の内部における企業提携の

可能性の検討のみに使用し、専門家技術士の事前の承諾なく第三者への開示等は行わない。 

 (有効期間) 

第６条 本協定の有効期間は、本協定締結日より１年間とし、有効期問満了までに何れの当事者か

らも解約の申出がない場合は、更に１年間延長し、以後も同様とする。 

 ２ 甲または乙は、相手方に対して１ヵ月前までに書而により申し入れをすることにより、相手

方に対して本契約を解除することができる。 

 (その他協議事項) 

第７条 本協定に定めなき事項または本協定の解釈につき疑義が生じた場合には、甲及び乙は誠意

をもって協議し解決するものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し、甲及び乙は記名及び押印の上各１通を保有する。 

  平成 24年 9月 3日 

(甲) 
静岡県静岡市葵区黒金町諮番地の８ 

 静岡商工会議所 

 

会頭 後 藤 康 雄 

(乙) 静岡県磐田市一言2 8 6 8-4 

 株式会社共和コンサルタント磐田事業所内 

 静岡県技術士協会 



２ 

 

 

会長 吉 田 建 彦 

 


